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区民への情報伝達手段の現状と課題

北とぴあ

１ 防災行政無線（同報系）60MHz帯
基地局 北とぴあ(18F)
区内１１０か所に拡声子局を設置
Jアラート、避難情報、気象警報、地震、
コロナ、選挙、夕焼けチャイム等
主に、録音した音声をスケジュール放送

平時は「うるさい」
暴風雨では「聞きづらい」

２ 戸別受信機（ポケベル波帯）
Jアラート、避難情報、気象警報、地震等
対象：避難所、保育園、自治会・町会等

聴覚障害者（文字放送）
専用受信機 約１０００台（少ない）

３ 区内に運用中のコミュニティFM局なし

４ メールマガジン、ＳＮＳ、ホームページ等 １



災害臨時ＦＭ局への期待と北区の課題

１ 災害臨時ＦＭ局への期待
・ 自宅内で個人が保有しているＦＭラジオで受信可能（専用機器不要）

車中避難でも情報を受け取ることが可能、情報弱者になりやすい高齢者への適用性が高い
・ あらかじめ周波数が決まっていれば、区民への周知も容易

（急に周波数割り当てをもらっても区民への周知に時間がかかる）
・ 各避難所の状況、給水、入浴、災害ごみ回収、ボランティア情報、物資配布等の

被災者を直接支援するための地域密着情報（数分番組）を繰り返し提供できる

２ 北区の抱える運用上の課題等
・ 平時は機材を防災センターに保管し、発災直後ではなく少し落ち着いてから展開し運用することを想定
・ 北とぴあ屋上から送信し、区内全域をカバーした運用を想定するも電波実測等は未実施
・ 運用に関する無線従事者、技術者、予算、規定などの、具体化が十分にできていない
・ 運営はＪＣＯＭ様と協定はあるものの細部具体化に至っていない ２



複数の自治体で周波数を共有する方策

毎時0分から20分

毎時20分から４0分

毎時４0分から00分

AGp

BGp

CGp

【隣接自治体と運用時間割り当ての考え方】

• 近隣自治体とのグループ設定、
時間割等は、横断的かつ専門
的見地から関東総合通信局様
による運用上の統制が必要

• 毎時定刻に放送すると住民に
もわかりやすく、録音番組の
タイマー設定もしやすい

• 設備共用（例 東京タワー）
については、放送原稿や録音
データの接受に難あり
（政府広報等用？）

• 関東一円で設備共用すると、
１つの自治体に割り当てられ
る時間が少なくなる恐れ

FM運用自治体

【時間統制する案】

放送頻度(案)：1回10～15分程度の放送を一日当たり6回程度
３



専用周波数確保のメリット

１ 特に首都圏において災害臨時ＦＭ局のための割り当て周波数が枯渇する中、
各自治体が災害専用周波数として共有し、運用できることは被災者生活支援・
復旧業務に効果的な方策と認識

２ あらかじめ周波数が確定していることからハイウェイラジオ(1620kHz）と
同様に簡単・明快

３ 将来的には防災ラジオ製品等へのプリセット化も期待

４ 臨時割り当て周波数ではない為、平素から住民広報のための各種印刷物等で
周知できる （細部次ページ）

４



臨時災害ＦＭ放送
７７．１ＭＨｚ

防災行政無線
区内にある防災行政無線スピーカーから避難指示、Ｊアラートや災害に関する
情報が放送されます
自動音声応答サービス０１２０－０６１－７２４（無料）

災害ＦＭ放送 ７７．１ＭＨｚ 偶数時 ００分から２０分間
避難所情報、給水、入浴、災害ごみ回収、ボランティア、物資配布等を放送します
※開設運用した際はホームページ等でお知らせいたします

区からの情報発信
広報紙 毎月１日１０日２０日発行
（紙・デジタル）

防災地図等の資料
への周知の例

平素から専用周波数、放送時間を住民へ周知

５
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